
導入促進基本計画

１ 先端設備等の導入の促進の目標

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等

【人口構造】

１９８５年（昭和６０年）から、２０２０年（令和２年）までの推移では、

総人口、生産年齢人口等で減少傾向にあり、老年人口のみ増加傾向である。当

市の将来人口（総人口）は、２０４０年（令和２２年）には２９，１１８人に

減少することが見込まれている。

総人口：３９，２６７人

内 訳

年少人口（０～１４歳）：３，６３２人

生産年齢人口（１５～６４歳）：２０，４１４人

老年人口（６５歳以上）：１４，６２７人

※出典：常陸大宮市人口ビジョン【改訂版】（令和４年１１月一部改訂）

【産業構造及び中小企業の実態】

当市には、県北西部地域を代表し多種多様な企業が集積する水戸北部中核工

業団地、木材関連企業が集積する宮の郷工業団地、その他の地域に建設業、製

造業、卸売業及び小売業の事業所が多数を占め、その大半は中小企業である。

中小企業が所有している設備の老朽化や人口減少に伴う従業員数及び事業所

数の減少により、労働生産性が伸び悩み、生産性向上の足枷になっている。

このような中、厚生労働省茨城労働局及び常陸大宮井商工会との雇用対策協

定や創業支援補助金、企業立地奨励金等、創業・雇用の創出に対する支援を講じ

ているが、市の経済、雇用を支えている中小企業の労働生産性を抜本的に向上

させることは喫緊の課題となっている。

事業所数（従業員数）：１，５８９所（１５，００９人）

内 訳

第１次産業：２５所（５２３人）

第２次産業：４３０所（５，６９４人）

建設業：２３８所（１，０３７人）

製造業：１８８所（４，６３１人）

第３次産業：１，１３４所（８，７９２人）

卸売業・小売業：４０５所（２，９０８人）

※出典：令和３年経済センサス（令和３年６月１日現在）

（２）目標

中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定

し、中小企業者の先端設備等を促すことで、市内中小企業者の生産性向上を図る。

これを実現するための目標として、計画期間中に３０件程度の先端設備等導入計

画の認定を目標とする。



（３）労働生産性に関する目標

先端設備等導入計画が認定される事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に

関する基本方針に定めるものをいう。）が年平均３％以上向上することを目標とす

る。

２ 先端設備等の種類

当市は、建設業、製造業、卸売業及び小売業など多岐に渡る産業が市内の経済・

雇用を支えているため、多様な産業の多様な設備投資を支援する観点から、本計画

において対象とする設備は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める

先端設備等全てとする。

ただし、本計画は地域雇用の創出や地域経済の発展を図る目的であることから、

太陽光発電設備等に関しては、市内に労働者が常駐する事業所又は工場を有し、自

らが電力を消費する目的に設置するもの（自ら消費した余剰分の電力を売電するも

のを含む）のみを対象とし、全量売電するための設備は対象としない。

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項

（１）対象地域

当市の産業は都市部、農村部、山間部等広域に立地している。

これらの地域で、広く事業者の生産性向上を実現する観点から、本計画の対象区

域は、市内全域とする。

（２）対象業種・事業

当市の産業は、多岐に渡り、多様な業種が当市の経済・雇用を支えているため、

これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要がある。

したがって、本計画において対象とする業種は、全業種とする。

生産性向上に向けた事業者の取組みは自動化、ＩＴ化による業務効率化、省エネ

機器の推進等多種多様である。

したがって、本計画においては、労働生産性が年平均３％以上に資すると見込ま

れる事業であれば、幅広い事業を対象とする。

４ 計画期間

（１）導入促進基本計画の計画期間

国が同意した日から２年間（令和７年４月１日～令和９年３月３１日）とする。

（２）先端設備等導入計画の計画期間

先端設備等導入計画の期間は、３年間、４年間又は５年間とする。

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項

Ÿ 人員削減を目的とした取組みを先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇

用の安定に配慮する。

Ÿ 公序良俗に反する取組みや、反社会的勢力との関係が認められるものについては、

先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。

Ÿ 市税を滞納している者は対象としない。


